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住宅取得資金の贈与を受けた翌年以後の贈与税

Q:私は、2年前に父から300万円の贈

与を受け、贈与税の申告にあたっては、住宅

取得資金の贈与の特例の適用を受けました ◎

ところで、今年更に父から50万円の贈与

を受けるつもりですが、この50万円につい

て、贈与税の申告はしなくてよいでしょうか。

Aｰ：贈与税の申告は必要です。

【解説】

住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税

額の計算の特例の適用を受けた人が、その翌

年以後4年内に別の財産の贈与を受けた場合

には、特例の対象となった住宅取得資金の額

の5分の1相当額の贈与が、その年に既に行

われているものとして贈与税を計算すること

とされています。贈与税額は次のA－Bとな

ります。

A鯉驚藍’
×贈与税の税率

B離農’

－60万円
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ご質問の場合、5万円の贈与税額が算出さ

れますので、申告書を提出しなければなりま

せん 。

なお、平成11年度の改正では、この特例

の対象となる住宅取得資金の計算限度額が1

千万円から1千5百万円に引き上げられます。
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